
 

 

 フレックスタイム制において，所定の総労働時間は超えているが法定労働時間は

超えていない場合，当該労働時間はいわゆる法内残業時間に当たります。 

 法内残業の残業代について，就業規則に規定があればそのとおり支払い，規定が

ない場合は，通常の賃金の時間単価で計算した賃金を支払うのが通常です。 
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Ｑ970．フレックスタイム制において，所定の総労働時間は超えている

が法定労働時間は超えていない場合，当該労働時間に対して残業代を

支払わなければなりませんか？ 


